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1 は じめに

被告 国は,他 国への原発輸 出を我が国経済 における成長戦略の重要

な柱 と位置づけて,官民一体 となって国策 によるセールスを進 めてき

た。

その理 由は,原子力産業 に関わる各企業の利潤の追求は もとよ り,

原子力産業 自体の維持 。強化 とい う “国策 "の ためには,福 島第一原

発事故 の影響で閉塞状況にある我が国の原発マーケ ッ トに代 えて ,他

国への原発輸 出によつて,原子力産業 に携 わる人材・技術・産業基盤

を維持す るほかなかったか らである。

例 えば,2018(平成 30)年 7月 策定の第 5次エネル ギー基本計画で

は 「国際的な原子力利用は拡大 を続 ける見込みであ り、特 にエネル ギ

ー需要が急増す る中国やイ ン ド、新興国において、その導入拡大の規

模 は著 しい。我が国は、事故の経験 も含 め、原子力利用先進 国 として、

(中 略)多様 な社会的要請 を踏 まえた技術 開発等 を通 じて高い レベル

の原子力人材・技術・産業基盤 の維持・強化 を図るとともに、再稼働

や廃炉 を通 じた現場力の維持・強化が必要である」(甲 A238号 証・

50頁 12行 日ない し 19行 日)と されてい る。

す なわち,原発推進 を “国策 "と して掲 げる我が国政府 は,他国ヘ

の原発輸 出 と国内の原発 の再稼働推進 は “車の両輪"で あ り,不可分

一体 の もの として欠 くこ とので きない要素 と考 えてい るこ とは明 ら

かである。

しか し,こ の よ うな “車の両輪 "の一方であるはずの他 国への原発

輸 出は,福島第一原発事故 によって明 らか となった原子カ ビジネスが

本来的に抱 える様 々な問題点 (高 コス ト,環境負荷 ,放射性廃棄物の

処理 の困難 さ,事故の危険性 な ど)に よつて,既 に終焉 を迎 えてい る。
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そこで本稿では,被告国が,我が国における原発再稼働 と不可分一

体の要素とする他国への原発輸出がすでに破綻 してお り,そ の結果 ,

国内の原発再稼働にも重大な支障となつていることを論述する。

2 原発輸出政策のはじまり (甲 A272号 証 )

(1)日 米原子力協定

1955(昭和 30)年 , 日本は米国と原子力協定を締結 した。

それにより,米国の原子炉と技術を導入するとともに,国内に原

子力関連産業を形成 していった。

米国が他国と原子力協定を締結するのは,経済的なメリン トのみ

ならず,協定を通 じて核開発を米国の主導権の下にコン トロールす

るという狙いがあることは広く知られている。

日米原子力協定においても, 日本側の技術の軍事利用の禁止に加

え,米国側がライセンスを持つ技術を用いて製造 した機器などを第

二国に “再"輸出するためには米国側の同意がなければならないと

する縛 りがかけられていた。

12)海外輸出に向けた情勢変化

1980年代,発展途上国に対 して,さ まざまなプラン ト技術などの

輸出政策を推進 していた 日本は,中 国をはじめとする途上国に対す

る原発輸出も検討 されていた。

しかしながら,米国は核拡散によるパワーバランスの変動や政情

が不安定化することを懸念 して,中 国など途上国の多くを原発技術

の輸出紺象国から外 していた。

そのような米国に紺する配慮もあつて, 日本もなかなか途上国に

封する原発輸出の実現は進展できなかった。

ところが 1990年代に入つて様相が変わった。それまでは国内の原
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発建設で十分に潤っていた日本の原発メーカーであったが,国 内の

新規着工が頭打ちとなり,原発 ビジネスを存続 させるための技術・

人材を維持するには海外市場に活路を求めるしかなくなった。

また,こ の頃米国の姿勢にも変化があらわれた。

ロシアがイン ドや中東などの,米国の安全保障に重大なかかわり

を持つ国々に対 し,国家的プロジェク トとして原発の輸出を推 し進

めようとしたことや,経済発展が著 しい中国が大規模な原発新設計

画を打ち出して,海外メーカーに参入を促 したことによつて,世界

の原子力分野における技術的経済的覇権 と各国との原子力協定によ

つて世界の核開発のコン トロールを行ってきた米国の地位が脅かさ

れる事態となった。

2001(平成 13)年 ,ジ ョージ 。w・ ブッシュが大統領に就任する

と,それまで原子力協定の締結に二の足を踏んでいた途上国などに

対 しても原発輸出を推 し進める政策に舵を切つた。

ところが,既に当時は米国の原子力産業の衰退は顕著であり,輸

出する原子炉を製造する技術もプラン トも機能 しなくなっていた。

1979(昭 和 54)年 のス リーマイル島原発事故や電力 自由化の影響で ,

米国内の新規建設も 30年近く途絶えていたからである。

そこで,ブ ッシュ政権は, 日本およびフランスの協力を得て,米

国内の原発建設を再開するとともに, 日本 と共同で原発を輸出する

事業を興そ うとした。

このようにして国内市場の縮小により存亡の危機に瀕 していた日

本の原子力産業は,再開された米国市場 と,米国のお墨付きを得た

海外途上国向け輸出という新たな道が開かれたのである。

(9原子力政策大綱の決定

このような情勢変化を受けて,2005(平 成 17)年 ,第 3次小泉内

4



閣の下,「原子力政策大綱」が閣議決定された。

「原子力政策大綱」は 「原子力産業の国際展開」に向けた方針 と

施策を示 したもので,そ の大号令の下, 日本は官民一体 となって原

発輸出の実現に邁進 した。

外務省は,カ ザフスタン共和国,大韓民国 (いずれも 2011年発効),

ベ トナム共和国, ヨルダン (いずれも 2012年発効),ア ラブ首長国

連邦, トルコ共和国 (い ずれも 2014年発効)と 原子力協定を次々と

締結 して,原発輸出の地ならしをした。

文部科学省は,2012(平成 24)年 から,「 国際原子力人材育成イ

ニシアティブ事業」などといった,途上国を対象 とする原発技術の

移転に向けた人材育成事業を開始 した。

また財務省が所管する国際協力銀行 (」BIC)は ,本来途上向けに

限られるはずの融資について,原発輸出においては先進国向けにも

使えるように緩和された。

そ して,産業側でも次々に原発輸出に向けた体制の整備が進んだ。

2006(平成 18)年 2月 ,株式会社東芝 (以 下,単に「東芝」とい

う。)は ,米国原子力産業大手のウエスチングハウス 。エレク トリッ

ク・カンパニー (以下,「 WH」 とい う。)を約 54憶 ドル (約 6400

憶円)で買収 した。

2007(平成 19)年 6月 ,日 立製作所 (以 下,単 に「日立」とい う。)

は,米 国原子力産業大手のゼネラル・エレク トリック社 (以 下,「 GE」

とい う。)と の基本合意に基づいて,米国およびカナダに日立 GEニ

ュークリア・エナジー株式会社を設立した。

同年 7月 ,三菱重工業株式会社 (以下,単 に「三菱重工」という。)

とフランスの原子力産業大手アレヴァ (AREVA)社 との合弁会社で

あるア トメア (ATMEA)が 設立された。
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この よ うに して,小泉政権 の下で国策 として制定 された 「原子力

政策大綱」 に基づいて,各省庁や 国内原子力産業 は,原発 の海外輸

出に向けて前のめ りに進 んでい くことになった。

3 原発輸 出の現実 と失敗

(1)「 15年間で原発 64基の受注 を 目指す」はずだった東芝

2015(平成 27)年 11月 27日 ,東芝の室町正志社長 ,志賀重範副

社長 ,ダニエル・ ロデ リック WH社 長 らが同席 の上,WH社 の業績

説 明に関す る記者会見が開かれ , ロデ リック WH社 長 は 「2014～

2029年度 の間に新規原発 64基 の受注を 目指す」 と豪語 した。

なお, WHは 1999年に英国核燃料公社 (British Nuclear Fuels

Limited,BNFL)に 121臆 ドルで売却 され,BNFLは 18憶 ドル相 当

での売去,を 検討 していた ところ,三菱重工な どとの競売の末 ,前述

の 54憶 ドル とい う破格 の高値 で東芝が買収 した ものであった。

沸騰水型 (BWR)メ ーカーの東芝は,加圧水型原子炉 (PWR)メ

ーカーの WHを 買収す ることで,米国市場への進 出を手始めに,原

子カ ビジネ スにお ける 「世界 の リーデ ィングカ ンパニー」 を 目指す

とい う触れ込みであつた。

しか しなが ら,そ のわずか 1年半後 2017(平成 29)年 3月 ,東

芝は,原子炉建設事業の 901隠 ドル の損失 を理 由 として,米連邦倒産

法 11章の適用 を申請 し,WH社 は経営破綻 した。親会社である東芝

の損失 は 1兆 4000憶 円に上 る。

WHの 破綻 の主な原 因は,同社が受注 していた米国ジ ョー ジア州

のポー グル原発お よび同サ ウスカ ロライナ州 の VCサ マー原発 の合

計 4基 の建設費の膨張 といわれている。

このほかにも東芝は 2018(平 成 30)年 5月 31日 ,同テキサス州
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の原発建設事業であるサ ウス・ テキサス・ プ ロジェク ト (STP)か

らの完全撤退 も公表 した。

2008(平成 20)年に東芝 も出資 した STPで は,2基 の改良型沸騰

水型原子炉 (ABWR)の 建設 を予定 していたが,シ ェールガスの開

発や再生可能エネル ギー の飛躍的な発展 の 中で採算性の悪化 が頭著

となっていた。

そ こへ追い打ちをか けるよ うに福島第 1原発事故 を受 けて安全対

策費が嵩み,採算 が とれ ない ことが明 白となつた ことで出資者 が集

ま らな くな り,建設計画は凍結 されていた。

さらに東芝は,2018(平 成 30)年 11月 ,英国の電力子会社 ニュ

ー ジェネ レーシ ョン (NuGen)の解散 を公表 した。

NuGenは ,フ ランスのエ ンジー社 ,ス ペイ ンのイベル ドロー ラ社

お よび英 国 SSE社の合弁会社 として 2009年 に設立 され ,北西イ ン

グラン ドのセ ラフィール ド原発近辺に新原発 (後 のムーアサイ ド原

発 )を設立す る予定であつた。

2011年 SSE社が撤退 し,2013年 12月 にイベル ドロー ラ社 が撤

退す ることにな り,東 芝傘下の WHが 8500万 ポン ド(約 112億 円 )

で株式 を引き受 けることになった。

2014年 には東芝本体が過半数 の株式を取得 し,2017年 にはエ ン

ジー社 の撤退に ともない全株式 を東芝が取得 して,NuGenは 東芝の

完全子会社 となっていた。

しか し,採算な どの関係 か ら事業の維持 が不可能 とな り,2018年

■ 月 に東芝は NuGenの解散 を公表 した。

その他 にも東芝 は,カ ザ フスタンの国営企業カザ トムプ ロム社 が

手掛 けるウラン開発事業への出資や WHを 通 じた中国やイ ン ドでの

原発建設 を 目指 していたが,いずれ も頓挫 している。
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「原子力政策大綱」 に沿 つて , 日本政府 が掲 げる原発輸 出の先陣

を切 つてきた東芝 は,国際的に見て も採算 に合わず ,斜陽の衰退産

業 として世界中の企業が撤退 を始 めていた原発事業 に邁進 した結果 ,

巨額 の負債 を抱 え,資産 のほ とん どを失い,大幅 な事業縮小 を強い

られ ることとなった。

121「 民間の投資対象 としては限界だ」 と白旗 を挙げた 日立

2019(平成 31)年 1月 ,日 立は英・ ウェールズで計画 していた総

額 200憶ポン ド (約 2兆 8000億 円)の原発建設事業 (ウ ィル ヴァ

原発)を凍結 し,事業 を断念す ることを公表 した。

ウィル ヴァ原発事業 は,英国中西部 ウェールズ地方 のア ングル シ

ー 島にある旧ウィル ヴァ原発 を リプ レー スす る計画で , ドイ ツの電

力大手 2社の合弁会社で ある英国ホライズン・ニ ュー ク リア・パ ワ

ー社 (以 下,単に 「ホライズン」 とい う。)が事業主体であった。

しか し,20■ 年 の福 島第 1原発事故 を受けて, ドイツのメルケル

首相 が原発か らの完全撤退方針 を打ち出す と,ホ ライズン社 の株 主

である ドイツの電力大手 2社 も撤退 を決 め,英国政府 に通告 し,ホ

ライズン社は国際入札で売却 され ることになった。

2012(平成 24)年 10月 29日 , 日立は,買 収額 は 6億 9700万 ポ

ン ド (約 890億 円)でホライズンの買収 を発表 した。お りしも,そ

の前月 2012年 9月 に,当 時の 日立中西宏 明社長 と呪懇 の仲であった

安倍晋三首相が 自民党総裁選で 5年ぶ りに党首に返 り咲いたばか り

であった。

入札直前にライバル と目されていた中国系企業 2社がいずれ も不

参加 となつた ことで , 日立の単独入札 となった こ ともあ り,関係者

の間ではせいぜ い 5憶ポン ドと目されていたが,予想外の高額入札

となった。原発輸 出を声高に掲げる第 2次安倍政権の下,中 西社長
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を先頭 に した 日立は原発輸出に前のめ りになってい く。

ウィル ヴァ原発 では,改良型沸騰水型軽水炉 (AWBR)が 2基建

設 され る予定であつた。英国の新規原発計画は,受注者 が原発 を建

設す るだ けでな く,発電事業 まで担 つて,電力 を買い取 つて もらう

ことによ り投資 を回収す るシステムが とられている。

ウィル ヴァ原発 については,当 初 の総事業費は約 2兆 円 と見積 も

られていたが,福 島第 1原発事故後 に強化 された安全基準へ の対応

な どもあつて 3兆 円を超 える規模 に増大 した。

電力買取価格 も問題 となった。現在建設 中の ヒンク リー ポイ ン トC

原発では,電力買取価格が 92.6ポ ン ド/メ ガ ワッ ト時だが,英国の

電力市場価格 は 50ポ ン ド/メ ガ ワッ ト時程度である。他 の発電方法

と比べて 2倍近い価格 になるため国民か らの反発 も強 く,英 国政府

も原発だけ特別扱いを続 けるわけにはいかなくなつていた。

そ こで英 国政府 は,ウ ィル ヴァ原発 の電力買取価格 として市場価

格の約 1.5倍 にあたる 75ポ ン ド/メ ガ ワッ ト時を提案 したが,それ

では採算が合 わない ことは明 白であった。

このプ ロジェク トにあたつては,英 国政府 が 2兆 円, 日本政府 が

1兆 円の融資 を承諾 していたが, 日本政府 は政府系の国際協力銀行

に加 え,民間銀行 にも融資を呼びかけて,民間銀行の融資 について

は政府系 の 日本貿易保 [父 が融資全額 を債務保証す るとい う肩入れぶ

りであつた。す なわち, 日立が返済不能 となつた時には, 日本 国つ

ま り納税者 であ る国民全体が肩代 わ りをす るとい う厚遇措置 を施 し

たが,それで も採算が合わない ことは明 らかであった。

2014年 に会長 になった中西宏 明氏は,2018年 には 日立出身者 と

して初の経団連会長 となつたが ,「財界総理」とも呼ばれ るポス トを

得た ことで,原発輸 出を強硬 に進 める安倍政権の下,原発輸 出が内
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包す る 「底 な し沼」 とも呼ばれ る莫大な リス クを抱 え,進む も地獄

引 くも地獄 の究極 の選択 を迫 られ ることとなった。

日立はホライズ ンに対す る出資比率 を引き下げるた めに,国 内企

業の出資を募 ったが,賛 同す る企業はあ らわれなかった。

2018(平成 30)年 12月 17日 ,経団連会長 としての定例記者会見

に臨んだ中西宏 明 日立会長 は 「民間の投資対象 としてはも う限界だ

と英 国政府 に伝 えた」 と説明 し,翌年 1月 に事業の凍結 ,事実上の

撤退が決まった。

なお,2020(令 和 2)年 9月 16日 付イギ リス BBCニ ュースによ

れば, 日立が同事業か ら正式 に 「完全撤退」す ることを決 めて,そ

の旨を伝 える書面が地元 自治体宛てに送 られた とのことである。

すでに 3000憶 円近い投資 をこの事業 につ ぎ込んでいた 日立であ

ったが,撤退 に よ り投資は回収不能 となつた。

他 にも 日立 (GE日 立ニュー ク リアエナジー)は ,2012年に リ ト

アニアの ヴィサギナス原発の新設計画 も受注 したが ,同 年 10月 に行

われた原発建設 の是非 を問 う国民投票 に よ り反対票が多数 を占めた

ことや ,そ の後 に原発建設 に否定的な勢力が議会で多数 を占めるよ

うになった ことによ り建設は困難 な状況 となってい る。

儡)「経済合理性 の範囲内で対応す る」 とした三菱重工

2018(平成 30)年 12月 12日 ,三菱重工の官永俊一社長 (当 時 )

は官民連合 に よる トル コ共和 国での原発建設事業 について 「経済合

理性の範囲内で対応す る」 として,事実上計画断念 を公表 した。

同事業 は, トル コ北部のシノップに三菱重工 と仏 。ア レヴァ社の

合弁会社 であ るア トメアが開発 した新型 の加圧水型原子炉ア トメア

1(ATMEA l)を 4基建設す る計画であつた。

2013年 5月 ,安倍晋三首相 が,いわゆる 「トップセールス」によ
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リ トル コのエル ドアン首相 (現 。大統領 )と の首脳会談で合意 し,

両政府 間で協力協定が結 ばれた。

事業主体 は三菱重工 な ど 日仏企業 と トル コ企業 による国際共 同企

業体 (コ ン ノーシアム)で ,総事業費は当初 2プ L円 規模 と見込まれ

てお り,日 本の政府系金融な どの融資によ り賄 われ る予定であった。

しか し,そ の後のフィー ジ ビリテ ィ・スタデ ィ (事業化 に伴 う可

能性調査)において 4～ 5兆 円規模 に跳ね上が ることが分かった。

他方 ,安倍首相 は トル コのエル ドアン首相 との協定で,電力買取

価格 を 10.8～ 10,83セ ン ト/キ ロワッ ト時で約束 していたが,こ れ

では全 く採算が取れない ことが明 白となった。

日本側 は トル コ政府 に電力買敗価格 の引き上 げを求めたが,交渉

は暗礁 に乗 り上げた。 その結果 が 「経済合理性 の範 囲で対応す る」,

す なわち電力買取価格 の大幅 な引き上げで もない限 り事業か らは撤

退す るとい う判断である。

三菱重工は,ほ かに もヨル ダンとベ トナムヘ の輸 出を計画 してい

た。

ヨル ダン初 の原発 は ロシアが契約 を獲得 した。 ロシアの原発輸 出

会社 であるロスア トム社 は国営企業であ り,元 ロシア連邦原子力庁

が改組 された事実上の国家機 関である。 ロシアは他 にもエジプ ト,

バ ングラデ ィッシュ,ベ ラルー シな どに原発輸 出を計画 しているが ,

巨額 の融資や 国家的規模 の ン事故責任保 障を含 めて,採算度外視で

事業 を進 めている。

ベ トナムでは,国家債務 の膨張や 国民の環境意識 の高ま りな どを

受 けて建設計画 自体が 自紙撤回 された。

新型炉 として鳴 り物入 りで喧伝 されたア トメア 1だ が,開発 開始

か ら 10年以上が経過 して もなお世界の どこに も建設 されていない。
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三菱重工のパー トナーであるアレヴァ社もフィンラン ドでの原発

建設遅延などにより債務が膨張 し,2014年 度決算で 48憶ユーロ (約

5800憶 円)の負債を抱えて経営破綻が破綻 した。

国営企業であるア レヴァ社 を救済するため,仏政府は同社 を再

編 。分社化するとともに,新会社への出資を国内外に募つた。

三菱重工は,2017年原子炉製造を手掛ける新会社に 630憶 円を出

資 し,翌 2018年核燃料サイクル事業を担 う新会社に日本原燃 と併せ

て 600憶円を出資した。国策である原発輸出を守るために,経営不

振が顕著なフランスの原子力産業に 1000憶 円ものツケを払つたこ

とになる。

4 原発輸出失敗のそもそもの原因

なぜ原発輸出はすべて失敗に終わったのか。

まずは英国政府が提示 した電力買取価格が示すように,原発 ビジネ

スは高コス トで市場競争力に劣るとい うことである。工期の遅延 ,

反対運動,訴訟 リスク,事故時の賠償問題,核廃棄物 といった一民

間企業では到底解決不可能な問題も抱えている。

日本のように国策 として原発建設を推進 し,立地自治姑策や原発優

遇の為にな りふ り構わず税金を湯水のごとく投入 し,ひ とたび事故

が起きれば原賠法によつて責任制限を行って電力会社を救済 し,米

国の原子炉メーカーに責任追及をすることもないとい うような極め

て特殊な環境がなければ成 り立たないビジネスなのである。

トル コなどの途上国の場合も,結局相手国が求めているのは好条件

での投融資,すなわち巨額の外資導入であり,国家が全責任を負 う

覚悟で採算を度外視 して,公金を投入 しているロシアに勝てるはず

もない。
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日本政府は原発輸出を成長戦略の柱の一つに据えて,福 島原発事故

を逆手にとるかのように 「世界最高水準の原子力技術」などとして

民間投融資を喚起 しようとしたが,民間は出資を敬遠 し,先行 した

東芝, 日立,三菱重工などは大きな損失を抱えて,深刻なリスクに

さらされた。

それはひとえに,原子力発電はコス トが高い一方でリスクが大きす

ぎて,民間のビジネスとしては成立しえないからである。

5 結語

我が国政府は,こ れまで,原発輸出は儲かるビジネスであるから

我が国成長戦略の重要な柱であって,そ の政策推進のためにも国内

の原発再稼働を推 し進めていかなければならないなどとして,原発

輸出による“国益"を原発再稼働の必要性の論拠として挙げてきた。

また,国 内の原子力産業の維持 。強化のためには,積極的に他国

へ原発輸出を推進 していくことが不可欠であるとも喧伝 してきた。

すなわち,我が国の原子力産業の存続のためには,他国への原発

輸出と国内原発の再稼働 とは不可分一体の欠 くべからざる要素 とさ

れてきたのである。

しかしながら,そ の現状は前述の通 りであり,我 が国の原発輸出

政策は破綻 し,すでに終焉を迎えていることは明らかである。

また世界の趨勢を見れば,国家を挙げて採算度外視で外交 目的の

原発輸出政策を進めるロシアのような国は別 として,原発輸出に関

係 した他国の企業も軒並み破綻に追い込まれている。

ちなみに,こ のような他国への原発輸出政策を,我 が国の国内で

の原発推進 と “車の両輪"と して最初に掲げた主導者は,前述の通

り,2005(平成 17)年 に「原子力政策大綱」を閣議決定した小泉純
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一郎元首相である。

しかしながら,そ の小泉元首相は,自 らの著書 「原発ゼロやれば

できる」などで,以下の通 り述べている。

幅 が、ま嶋 貯だ、
「

原発″安全 。など7ヌ か。クノー刀 たを 、経産

含だ完全 た筋 きれ、原発 を推進 みて ,う た。 その章分が本 当た力「ιで

て腹立た ιいっ そιて、世界史 だ房 ちわ″
~潟

原発事故が起 ごった。事

茂の険証 むうゃん とでまなレうで再稼働 ナちと,3,〆Fん とレ|夕 才常識

なごと九 原発 ″-0ガ字変茸で核廃棄 物を瘤え笏 ′ノあ √かイと/な

まマ/シ ゴ刀 でああっ庁氏選 力の原発ガがだ汀本経済の栄莱 ″影

を〆Fレ うっZ″ どの本 で、経産省ガ原発 を推進 ιたが ってレうち本堂の

Z彦や、β然工才ノ″ギーだ′ノで電力 ″″えるごと、原発 をゼた7だ ナ

ち、ただひとつの簡単 凌オ芳がああとレう

'ご
とを多レうた。原発 ゼ′7、

やれがでまあ。ノ

このように,我が国の他国への原発輸出政策は既に破綻 し,終焉

を迎えていることは明らかである。

そうだとすれば,“ 車の両輪"と して,それと一体不可分の関係に

ある国内原発の再稼働 も,本来であれば方針転換 して脱原発に舵を

切るべきであることは明らかである。

原発輸出の誤 りを認めて方針転換を提唱 している小泉元首相 と同

様に,被告国は直ちに原発再稼働推進政策の誤 りを認めて,本件原

発の廃炉を決断すべきである。

以上
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